
左京歯科医師会 

医療保険・介護保険参事会報告 

令和７年１月 18 日（土）開催 

 

➀指導等ついて 

 鑑査が４月に１件行われるようです。架空請求や二重請求を行わないようにお願いします。 

 

②重度心身障害老人健康管理事業のマイナンバーカードの受給者証等利用実証事業参加の

取り下げについて 

宇治市、宮津市、亀岡市、八幡市、木津川市に関係するものです。詳細は、京都府歯科医

師会のホームページの資料をご覧ください。 

 

③「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について 

令和７年１月より院内処方の機能が追加され、オンライン資格確認等システムを導入する

全ての医療機関・薬局で利活用できる環境となりました。 

サービスのメリットは、重複投薬等チェック機能を活用することにより、患者に対する不

必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることができます。 

院内処方も対象となったことにより、歯科もやっていく必要があるのかなと思います。 

 

④「医療 DX 推進体制整備加算」の体系変更に伴う社会保険歯科診療報酬点数早見表（令和

７年１月）の更新ついて 

 今月から加算１は 15％から 30％に、加算２は 10％から 20％に、加算３は５％から 10％

に変更されています。切り換えする際間違わないようにお願いします。尚、間違って算定

しても返戻ではなく査定されるようです。 

 

⑤令和６年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等

の取扱い（その 14）について 

令和７年１月からは、原則として保険者が発行する一部負担金等の猶予・免除証明書を確

認した上で、一部負担金等を受け取らないという対応をする必要があります。 

詳細は、左京歯科医師会ホームページ、または京都府歯科医師会のホームページの資料を

ご覧ください。 

 

⑥歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）のみを算定する場合の専用の届出様式について 

 さらに！簡素化しました！！ 

ポイント１…入力項目が大幅に削減 

ポイント２…初再診料等の算定回数は直近一ヶ月分で可 

ポイント３…対象職員の基本給等に係る情報が大幅に削減 

ポイント４…評価料の対象“外”職種の情報が不要 

まずは、届出用紙をダウンロードして入力できるところを入力してください。２ページ埋

めるだけでほぼ完成します。もしかしたら１８万円補助金間に合うかもです。 



 

⑦社会保険歯科診療報酬点数早見表（２）の一部改正について 

「周術期等専門的口腔衛生処置１」の説明書きの部分において、一部誤植がありました。 

【誤】周Ⅰ、周Ⅱの入院中患者に衛生士が実施、術前・術後に１回限り 

【制】周Ⅰ、周Ⅱの患者に衛生士が実施、術前・術後に１回限り 

※「入院中」の要件が撤廃されました。 

 

⑧歯科用貴金属価格の随時改訂について（令和７年３月）について 

Ｒ６年 12 月随時改定時は、金パラ 3,010 円でしたが、R７年３月より 3,230 円です。 

 

⑨オンライン請求を行う保険医療機関・薬局への診療報酬年間支払調書のオンライン配信に

ついて 

 毎年２月に送付されている「診療報酬年間支払調書」についても、令和７年２月送付分か

ら、オンライン配信となります。 

 

⑩連合会審査状況について 

 1444.7 点/件（10 月診療分） 

 

⑪医療保険・介護保険参事質問事項回答について 

 別紙 

 

⑫歯科通信より 

 ●29 歯科大・歯学部９校が定員割れ。 

  入学者数を定員数で割った充足率が低かったのは、奥羽大学の 32.5％、岩手医科大学

49.1％、鶴見大学 52.2％、日本歯科大学新潟生命歯学部 63.8％、神奈川歯科大学 65.2％ 

、日本大学松戸歯学部 67.2％など。※朝日大学 100％、大阪歯科大学 100％。 

  受験者数を合格者数で割った競争倍率は、鹿児島大学 5.41 倍で最も高く、大阪歯科大

学 5.26 倍、徳島大学 4.80 倍、九州歯科大学 4.17 倍、新潟大学 4.15 倍などが高い。※

朝日大学 2.67 倍。 

  平成 30 年に歯科大学・歯学部に入学した 2320 人のうち、留年せずに第 117 回歯科国

試に合格したのは 1238 人で合格率は 53.4％だった。大学別でみると、鹿児島大学が

96.2％で一番高い。※朝日大学 29.7％、大阪歯科大学 48.4％。 

  一度でも留年・休学したことのある人の割合は、24.2％で、徳島大学の 7.4％が最も低

く、松本歯科大学の 41.5％が最も高い。※朝日大学 23.6％、大阪歯科大学 17.1％。 

 ●令和６年度診療報酬改定にて新設された「歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算」に

２点、歯科技工士連携加算１・２それぞれに 10 点を増やす見直し案が 25 日開催の第

601回中央社会保険医療協議会総会で示された。総会では中間年に行う改定（期中改定） 

を議論した。 

  

 

 



⑬その他 

オンライン請求を行われている保険医療機関・薬局へ送付する返戻レセプト、増減店関連

通知及び支払関連帳票については、令和６年９月末を以て紙媒体による送付を廃止し、同

年９月請求分からオンライン請求システムによるオンライン配信となっています。ダウン

ロード期限が近付いているものもありますので、まだダウンロードされていない先生は早

急にダウンロードしてください！ 

 

 

※②～⑨の情報は、ホームページに同タイトルにて載せて頂いています。詳細は、ホームペ

ージをご覧ください。 
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